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社団法人 慈恵会  定 款 



社団法人 慈恵会 定款 

 

 

           第１章 名称及び事務所 

 

第１条 この法人は、社団法人慈恵会という。 

第２条 本社団の事務所を、青森市大字安田字近野１４５番１３号におく。 

 

第２章 目的及び事業 

 

第３条  本社団法人は、医学の振興強化を図り、医学の研究向上に資し、かつ医学に関連

する者の奨学育英を行い、もって医学の普及に寄与すること及び疾病・負傷等のあ

る方に対し、看護、医学管理下の介護及び必要な医療等を普及することを目的とす

る。 

第４条  前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１） 医学に関する研究資料の蒐集、出版、頒布 

（２） 医学相談所の設置 

（３） 医学の研究機関の設置 

（４） 精神薄弱児、精神障害者及びその他の障害者の無料検診又は軽減診療 

（５） 病院及び診療所の経営 

（６） 老人保健施設の経営 

（７） 疾病予防施設及び施術所の経営 

（８） 在宅介護支援センターの設置 

（９） 訪問看護ステーションの設置 

（10） 介護サービス事業所の設置 

（11） 旅客自動車運送事業 

(12)  有料老人ホームの経営 

(13) 障害者福祉サービス事業 

(14) 地域包括支援センターの設置、運営 

(15) その他前条の目的を達成に必要な事業 



 

第５条 本社団は、前条の事業を行う外、准看護師養成所の経営を行うものとする。 

 

第３章 社  員 

 

第６条  本社団の社員になろうとする者は、総会の承認を得なければならない。 

第７条  社員は退社しようとするときは、その旨を理事長に届出なければならない。 

  ２  社員が死亡したときは、退社したものとみなす。 

第８条  社員が、本社団の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をした

ときは、総会の議決を経て除名にすることができる。 

    ２  前項の規定により社員を除名しようとするときは、その社員にあらかじめ通知す

るとともに、当該社員に除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなけ

ればならない。 

第９条  退社し、又は除名された社員が既に納入した出資金は、これを返還しない。 

 

 

第４章 資産及び会計 

 

第１０条   本社団の資産は、基本的財産及び運用財産の二種とする。 

第１１条   本社団の資産は、総会が定めた方法によって、理事長が管理する。 

第１２条   本社団の予算は、毎会計年度開始前に、総会の議決を経てきめる。 

第１３条   本社団の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。 

第１４条   本社団の決算については、毎会計年度終了後２ヶ月以内に監事の監査を経た

上、総会の承認を受けなければならない。 

第１５条   決算の結果、剰余金を生じたときは、総会の議決を経て、その全部または一

部を基本財産に繰り入れまたは積立金として積立てるものとする。 

 

 

 

 



                第５章 役  員 

 

第１６条  本社団に次の役員をおく。 

       理事長    １名 

       理事長代行  １名 

       専務理事   １名 

       常務理事   １名 

       理事（理事長、理事長代行、専務理事、及び常務理事を含む） 

              ８名以上１５名以内 

       監事     １名以上２名以内 

 

第１７条  理事長、理事長代行、専務理事、及び常務理事は理事の互選によって定める。 

   ２  理事長は、本社団を代表し、業務を統轄する。 

     ３  理事長代行は、理事長を補佐して業務を処理し、理事長事故あるとき又は欠け

たときその職務を代行し、理事長が委嘱した事項については、理事長の決裁事

項を代理決裁する。 

４  専務理事は、理事長及び理事長代行を補佐して業務を処理し、理事長及び理事

長代行に事故あるとき又は欠けたとき、その職務を代行する。 

     ５  常務理事は、理事長の命により専務理事を補佐し、特定業務の執行を担当する。 

 

第１８条  理事及び監事は総会において選任する。 

   ２  理事は、本社団の業務を処理する。 

   ３  監事は、民法第５９条に規定する職務を行う。 

第１９条  役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

     補欠により就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。 

第２０条  役員は、任期満了後と雖も、後任者の就任するまでは、その職務を行うものと

する。 

 

 

 



 

第６章 会  議 

 

第２１条  会議は、総会と理事会の２とし、総会はこれを定時総会及び臨時総会とする。 

第２２条  定時総会は、毎年２回５月、３月に開催し、臨時総会及び理事会は随時必要な

ときに開催する。 

第２３条  会議は、理事長がこれを召集しその議長となる。 

   ２  会議を構成する社員または役員の３分の１以上の連名をもって、会議の目的た

る事項を示して、請求があったときは、理事長はその会議を召集しなければな

らない。 

第２４条  総会は、社員の２分の１以上が出席しなければ議事を開くことができない。 

第２５条  次の事項は総会の議決を経なければならない。 

（１） 定款の変更 

（２） 基本財産の設定及び処分 

（３） 毎事業年度の事業計画の設定及び変更 

（４） 収支予算及び決算 

（５） 借入金の最高限度 

（６） 社員の入社、退社及び除名 

（７） 本社団の解散 

（８） 他の公益法人との合併契約の締結 

（９） その他重要事項 

第２６条  総会の議事は、別段の定めあるものの外、出席した社員の議決権の過半数で決

し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、定款の変更、社

員の除名及び解散の議決は、社員の３分の２以上が出席し、その２分の１以上

の同意があることが必要である。 

第２７条  総会の召集は少くとも５日前までに、会議の目的である事項、日時及び場所を

記載し、理事長が署名した書面で社員に通知しなければならない。 

   ２  総会においては、前項の規定によって予め通知した事項の外、議決することが

できない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。 

第２８条  社員は、総会において各１個の議決権及び選挙権を有する。 



第２９条  社員は、予め通知のあった事項についてのみ、書面または代理人をもって議決

権及び選挙権を行うことができる。 

   ２  代理人は、代理権を証する書面を議長に差し出さなければならない。 

第３０条  会議の議決事項につき、特別の利害関係を有する者は当該事項につき、議決権

を行使することができない。 

 

第３１条  この定款で定めるものの外、総会についての細則は別に定める。 

第３２条  理事会についての細則は別に定める。 

第３３条  この定款は、総会の議決を経、かつ、主務官庁の認可を得なければ変更するこ

とができない。 

 

第３４条  本社団が解散したときは、理事がその清算人となる。 

第３５条  本社団を解散しようとするときは、総会の議決を得なければならない。解散の

場合における残余財産は清算人が社員の４分の３以上の同意を得てこれを処分

する。 

 

第７章  雑  則 

 

第３６条  本社団の公告は、東奥日報によってする。 

 

 

附 則 

 

第３７条  本社団設立当時の役員は次のとおりとする。 

 

      理事長   丹野 敬蔵 

      常務理事  丹野 眞砂子 

      理 事   米沢 鉄五郎 

      理 事   工藤 行雄 

      理 事   千葉 イソ 



      理 事   丹野 彌兵衛 

      監 事   盛田 昭二 

 

 

附 則 

 

この定款は、青森県知事の認可のあった日から施行する。 

 

１． 昭和３６年 ７月１１日 

２． 平成 元年 ６月２８日 

３． 平成 ３年１１月１９日 

４． 平成 ５年 １月２１日 

５． 平成 ８年 ９月１８日 

６． 平成 ９年 ３月１７日 

７． 平成 ９年 ４月３０日 

８． 平成１１年 ８月３１日 

９． 平成１１年１０月２０日 

10． 平成１３年 ４月 ５日 

11． 平成１４年 ６月１８日 

12． 平成１６年 ８月２３日 

13． 平成１７年１２月２７日 

14． 平成１８年 １月２７日 

15． 平成１８年 ２月２８日 

16． 平成１８年 ３月２４日 

17． 平成１８年１０月１２日 

18． 平成２２年１０月２８日 

 

 



社団法人　慈恵会

社員名簿

氏名 役職 備考

丹野　智有 理事長

丹野　智宙 理事長代行

丹野　雅彦 常務理事

丹野　美穂子 監事

大沢　由貴

丹野　真来

丹野　由佳子

横田　愛子

社員　８名

役員名簿

氏名 役職 備考

丹野　智有 理事長

丹野　智宙 理事長代行

宮本　健四郎 専務理事

丹野　雅彦 常務理事

長内　利廣 理事

中村　恭子 理事

宿野部　武則 理事

石井　磯江 理事

和田　龍志 理事

丹野　美穂子 監事

西谷　俊広 監事

理事　９名

監事　２名



事業報告書 
 
 

本社団法人は、医学の振興強化を図り、医学の研究向上に資し、かつ医学に関連する者の奨学育英を行い、

もって医学の普及に寄与すること及び疾病・負傷等のある方に対し、看護、医学管理下の介護及び必要な医療等

を普及する事業を実施しております。 
 

平成２２年度の実施事業のあらましは次のとおりです。 

 

１． 公益事業としての寄付金 

№ 寄附先 金額 

1 日本赤十字社   青森県支部 1,000,000 円 

2 弘前大学医学部 神経精神医学講座 1,200,000 円 

3 弘前大学医学部 循環呼吸腎臓内科学講座 1,200,000 円 

4 弘前大学医学部 歯科口腔外科学講座 600,000 円 

5 弘前大学医学部 保健学科理学療法学専攻 600,000 円 

6 弘前大学医学部 整形外科学講座 1,800,000 円 

7 弘前大学医学部 皮膚科学講座 600,000 円 

8 弘前大学医学部 消化器血液内科学講座 600,000 円 

9 弘前大学医学部 神経精神医学教室「医師育成基金」 100,000 円 

10 日本臨床整形外科学会病院部会 30,000 円 

11 国立精神・神経医療研究センター 300,000 円 

12 整志会「第５４回 日本手の外科学会」 100,000 円 

13 整志会「第２２回 日本臨床スポーツ医学会」 100,000 円 

合計 8,230,000 円 

 

２． 健康講座の開催 

対象者  安田地区、油川地区の地域住民 

３． 実施事業 

（１） 病院及び診療所の経営 
    青森慈恵会病院、青い森病院、慈恵クリニック 
（２） 老人保健施設の経営 
    ユニット型介護老人保健施設 青照苑、デイケアセンターさくら 
（３） 有料老人ホームの経営 
    有料老人ホームはじろの家 
（４） 障害者福祉サービス事業 
    ホームヘルプサービス２４ 
（５） 地域包括支援センターの設置、運営 
    地域包括支援センターのぎわ 
（６） 介護サービス事業所の設置 
    グループホームあおいもり、グループホーム新城、ホームヘルプサービス２４、 

じけいかい居宅介護支援事業所、あぶらかわ居宅介護支援事業所、シルバーハウジング 
（７） 訪問看護ステーションの設置 

                じけいかい訪問看護ステーション 



　社団法人　慈恵会 （単位　円）

     科       目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ 資 産 の 部

1 流 動 資 産

現 金 預 金 1,754,042,284 1,432,759,712 321,282,572
医 業 未 収 金 814,709,429 803,526,076 11,183,353
棚 卸 資 産 35,669,772 26,476,871 9,192,901
そ の 他 の 流 動 資 産 84,258,091 83,138,978 1,119,113
      流 動 資 産 合 計 2,688,679,576 2,345,901,637 342,777,939

2 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

建 物 3,626,312,561 3,807,629,636 △ 181,317,075
建 物 付 属 設 備 908,939,640 1,042,870,405 △ 133,930,765
土 地 1,181,306,717 1,181,306,717 0
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 336,603,248 363,673,960 △ 27,070,712
有 形 固 定 資 産 合 計 6,053,162,166 6,395,480,718 △ 342,318,552

(2) 無形固定資産

ソ フ ト ウ ェ ア 52,819,804 69,166,367 △ 16,346,563

無 形 固 定 資 産 合 計 52,819,804 69,166,367 △ 16,346,563

(3) その他の資産

生 命 保 険 積 立 金 241,793,988 212,883,643 28,910,345
そ の 他 の 資 産 138,415,094 154,061,491 △ 15,646,397
そ の 他 の 資 産 合 計 380,209,082 366,945,134 13,263,948
      固 定 資 産 合 計 6,486,191,052 6,831,592,219 △ 345,401,167
      資 　産 　合 　計 9,174,870,628 9,177,493,856 △ 2,623,228

Ⅱ 負 債 の 部

1 流 動 負 債

買 掛 金 94,228,015 97,063,295 △ 2,835,280
短 期 借 入 金 3,867,868,000 3,623,036,000 244,832,000
未 払 金 115,565,343 99,985,756 15,579,587
未 払 費 用 312,585,528 273,956,628 38,628,900
そ の 他 の 流 動 負 債 151,952,442 170,559,519 △ 18,607,077
      流 動 負 債 合 計 4,542,199,328 4,264,601,198 277,598,130

2 固 定 負 債
長 期 借 入 金 3,496,712,000 3,792,912,000 △ 296,200,000
割 賦 未 払 金 129,439,873 187,590,176 △ 58,150,303
退 職 給 付 引 当 金 73,586,620 75,475,097 △ 1,888,477
そ の 他 の 固 定 負 債 4,182,045 13,682,435 △ 9,500,390
      固 定 負 債 合 計 3,703,920,538 4,069,659,708 △ 365,739,170
      負　  債  合 　計 8,246,119,866 8,334,260,906 △ 88,141,040

Ⅲ 正 味 財 産 の 部

一 般 正 味 財 産 928,750,762 843,232,950 85,517,812
      正 味 財 産 合 計 928,750,762 843,232,950 85,517,812
  負 債及び正 味 財 産 合 計 9,174,870,628 9,177,493,856 △ 2,623,228

貸 借 対 照 表

平成 23 年 3 月 31 日現在



　社団法人　慈恵会
（単位　円）

当 年 度 前 年 度 増　減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

1.　経常増減の部

(1)経常収益

①　事　業　収　益 5,714,820,220 5,589,060,606 125,759,614

②  受　取　補  助  金　等 21,127,156 12,406,790 8,720,366

③　雑 　収　 益 37,785,616 32,457,813 5,327,803

経常収益計 5,773,732,992 5,633,925,209 139,807,783

(2)　経常費用

①　事　業　費 5,031,240,915 4,852,287,560 178,953,355

給 与 手 当 2,717,095,077 2,578,237,958 138,857,119

法 定 福 利 費 338,771,616 295,448,630 43,322,986

材 料 費 704,568,432 666,881,993 37,686,439

減 価 償 却 費 390,748,711 429,405,391 △ 38,656,680

委 託 費 253,791,186 234,964,194 18,826,992

支 払 利 息 81,207,417 85,760,540 △ 4,553,123

そ の 他 の 費 用 545,058,476 561,588,854 △ 16,530,378

②　管　理　費 537,228,047 506,944,454 30,283,593

給 与 手 当 168,983,649 169,112,536 △ 128,887

法 定 福 利 費 29,476,325 24,955,139 4,521,186

減 価 償 却 費 71,288,634 83,972,445 △ 12,683,811

委 託 費 16,403,575 13,660,760 2,742,815

支 払 利 息 52,608,602 62,289,957 △ 9,681,355

そ の 他 の 費 用 198,467,262 152,953,617 45,513,645

経常費用計 5,568,468,962 5,359,232,014 209,236,948

当期経常増減額 205,264,030 274,693,195 △ 69,429,165

2. 経 常 外 増 減 の 部

（1）経常外収益 13,934,114 2,592,583 11,341,531

（2）経常外費用 89,821,697 1,324,888 88,496,809

当期経常外増減額 △ 75,887,583 1,267,695 △ 77,155,278

税引前当期一般正味財産増減額 129,376,447 275,960,890 △ 146,584,443

法人税、住民税及び事業税 48,000,000 60,000,000 △ 12,000,000

法人税等調整額 △ 4,141,365 △ 116,252 △ 4,025,113

当期一般正味財産増減額 85,517,812 216,077,142 △ 130,559,330

一般正味財産期首残高 843,232,950 627,155,808 216,077,142

一般正味財産期末残高 928,750,762 843,232,950 85,517,812

Ⅲ　正味財産期末残高 928,750,762 843,232,950 85,517,812

正味財産増減計算書
平成22年4月1日より平成23年3月31日まで





平成22年4月1日より平成23年3月31日まで

　社団法人　慈恵会

予　算　額 決　算　額 差　　異 備考

Ⅰ　事業活動収支の部

1.　事業活動収入

①　事　業　収　入 5,507,636,000 5,714,820,220 △ 207,184,220

②  補  助  金  収  入 41,608,000 31,279,156 10,328,844

③　雑 　収　 入 30,024,000 41,567,730 △ 11,543,730

事業活動収入計 5,579,268,000 5,787,667,106 △ 208,399,106

2.　事業活動支出
①　事　業　費　支　出 4,647,110,000 4,672,673,792 △ 25,563,792

給 与 手 当 支 出 2,701,483,000 2,717,095,077 △ 15,612,077

法 定 福 利 費 支 出 330,000,000 338,771,616 △ 8,771,616

材 料 費 支 出 699,890,000 704,568,432 △ 4,678,432

委 託 費 支 出 246,534,000 253,791,186 △ 7,257,186

支 払 利 息 支 出 81,355,000 81,207,417 147,583

そ の 他 の 支 出 587,848,000 577,240,064 10,607,936

②　管　理　費　支　出 421,697,000 467,920,120 △ 46,223,120

給 与 手 当 支 出 152,947,000 168,983,649 △ 16,036,649

法 定 福 利 費 支 出 30,000,000 29,476,325 523,675

委 託 費 支 出 11,795,000 16,403,575 △ 4,608,575

支 払 利 息 支 出 59,926,000 52,608,602 7,317,398

そ の 他 の 支 出 167,029,000 200,447,969 △ 33,418,969

事業活動支出計 5,068,807,000 5,140,593,912 △ 71,786,912

事業活動収支差額 510,461,000 647,073,194 △ 136,612,194

法人税等の支出額 15,000,000 60,198,400 △ 45,198,400

事業活動収支差額 495,461,000 586,874,794 △ 91,413,794

Ⅱ 投 資 活 動 収 支 の 部

1.投資活動収入 3,000,000 31,108,281 △ 28,108,281

投資活動収入計 3,000,000 31,108,281 △ 28,108,281

2.投資活動支出

① 固 定 資 産 取 得 支 出 217,825,000 189,938,112 27,886,888

建 物 建 設 支 出 14,080,000 14,080,000

建 物 附 属 設 備 建 設 支 出 40,713,000 33,985,350 6,727,650

ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出 17,867,000 7,493,760 10,373,240

保 険 積 立 金 支 出 28,000,000 28,910,345 △ 910,345

その他の固定資産取得支出 117,165,000 119,548,657 △ 2,383,657

② 貸 付 金 支 出 3,000,000 10,710,000 △ 7,710,000

投資活動支出計 220,825,000 200,648,112 20,176,888

投資活動収支差額 △ 217,825,000 △ 169,539,831 △ 48,285,169

Ⅲ 財 務 活 動 収 支 の 部

1.財務活動収入

　　借　入　金　収　入 8,750,000,000 8,910,826,511 △ 160,826,511

財務活動収入計 8,750,000,000 8,910,826,511 △ 160,826,511

2.財務活動支出

　　借入金返済支出 8,988,612,953 9,035,453,139 △ 46,840,186

財務活動支出計 8,988,612,953 9,035,453,139 △ 46,840,186

財務活動収支差額 △ 238,612,953 △ 124,626,628 △ 113,986,325

Ⅳ　予備費支出

当期収支差額 39,023,047 292,708,335 △ 253,685,288

前期繰越収支差額 1,860,438,640 1,860,438,640 0

次期繰越収支差額 1,899,461,687 2,153,146,975 △ 253,685,288

収 支 計 算 書

　　　　　　　（単位：円）



収支予算書
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

　社団法人　慈恵会 （単位：円）

Ⅰ　一般正味財産増減の部 0

1.　経常増減の部 0

(1)経常収益 0

①　事　業　収　益 5,814,264,000 5,507,636,000 306,628,000

②  受　取　補  助  金　等 31,540,000 41,608,000 △ 10,068,000

③　雑 　収　 益 30,943,000 30,024,000 919,000

経常収益計 5,876,747,000 5,579,268,000 297,479,000

(2)　経常費用 0

①　事　業　費 5,372,141,000 5,016,635,000 355,506,000

給 与 手 当 3,312,694,000 3,010,684,000 302,010,000

材 料 費 729,205,000 698,416,000 30,789,000

減 価 償 却 費 407,290,000 405,678,000 1,612,000

委 託 費 252,684,000 246,036,000 6,648,000

支 払 利 息 75,126,000 81,295,000 △ 6,169,000

そ の 他 の 費 用 595,142,000 574,526,000 20,616,000

②　管　理　費 495,709,000 545,775,000 △ 50,066,000

給 与 手 当 181,547,000 203,746,000 △ 22,199,000

材 料 費 0 1,474,000 △ 1,474,000

減 価 償 却 費 76,240,000 77,850,000 △ 1,610,000

委 託 費 19,006,000 12,293,000 6,713,000

支 払 利 息 43,627,000 59,986,000 △ 16,359,000

そ の 他 の 費 用 175,289,000 190,426,000 △ 15,137,000

経常費用計 5,867,850,000 5,562,410,000 305,440,000

当期経常増減額 8,897,000 16,858,000 △ 7,961,000

2. 経 常 外 増 減 の 部 0

（1）経常外収益 0

（2）経常外費用 0

当期経常外増減額 0 0 0

税引前当期一般正味財産増減額 8,897,000 16,858,000 △ 7,961,000

法人税、住民税及び事業税 12,000,000 15,000,000 △ 3,000,000

法人税等調整額 0

当期一般正味財産増減額 △ 3,103,000 1,858,000 △ 4,961,000

一般正味財産期首残高 928,750,762 843,232,950 85,517,812

一般正味財産期末残高 925,647,762 845,090,950 80,556,812

Ⅲ　正味財産期末残高 925,647,762 845,090,950 80,556,812

注　　　　　借入限度額 9,000,000 千円

増 減前 年 度科 目 当 年 度



事業計画書  

 

Ⅰ公益事業の一環として、次に掲げる事業を計画しております。 

 
 

１． 公益事業としての寄付金を予定しております。 
 

① 日本赤十字社  青森県支部             １，０００ 千円 
② 弘前大学医学部 神経精神医学講座          ３，０００ 千円 
③ 弘前大学医学部 循環呼吸腎臓内科学講座       １，２００ 千円 
④ 弘前大学医学部 歯科口腔外科学講座           ６００ 千円 
⑤ 弘前大学医学部 保健学科理学療法学専攻         ６００ 千円 
⑥ 弘前大学医学部 整形外科学講座           １，８００ 千円 
⑦ 弘前大学医学部 皮膚科学講座              ６００ 千円 
⑧ 弘前大学医学部 消化器血液内科学講座          ６００ 千円 
⑨ 弘前大学医学部 神経精神医学教室「医師育成基金」    １００ 千円 

                            計  ９，５００ 千円 
２． 健康講座の開催 

対象者  安田・油川地区 住民（各 年１回開催） 約１２０名参加予定 
 

３． 実施事業 
（１） 病院及び診療所の経営 
    青森慈恵会病院、青い森病院、慈恵クリニック 
（２） 老人保健施設の経営 

            ユニット型介護老人保健施設 青照苑、デイケアセンターさくら 
（３） 有料老人ホームの経営 

            有料老人ホームはじろの家 
（４） 障害者福祉サービス事業 

ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ２４ 
（５） 地域包括支援センターの設置、運営 

            地域包括支援センターのぎわ 
（６） 介護サービス事業所の設置 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑあおいもり、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ新城、ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ２４、 
じけいかい居宅介護支援事業所、あぶらかわ居宅介護支援事業所、 
シルバーハウジング 

（７） 訪問看護ステーションの設置 
            じけいかい訪問看護ステーション 
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